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【 告 示 】 

 

和歌山市告示第１７４号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条の規定に基づき、道路区域を次のように変更し、令和４年４月

１８日から供用を開始する。 

その関係図面は、和歌山市都市建設局道路河川部道路管理課において告示の日から１４日間一般の縦覧に供す

る。 

  令和４年４月１８日 

                                 和歌山市長  尾 花 正 啓    

整理番号  路線名 区域変更の区間 
旧新

別 

延長 

（ｍ） 

幅員 

（ｍ） 

１３－１８ 四箇郷１８号線 

和歌山市有本２５１番８地先 

～ 

和歌山市有本２５１番２地先 

旧 ４１．０ ３．３０ 

新 ４１．０ ５．００ 

２５－１７ 神前新中島線 

和歌山市神前２５１番１地先 

～ 

和歌山市神前２５１番２地先 

旧 ２４．７ 

３．００ 

～  

３．６０ 

新 ２４．７ 

４．４０ 

～  

６．２０ 

３２－３５ 来田野村線 

和歌山市直川８７１番１地先 

～ 

和歌山市直川８７１番１０地先 

旧 ３７．８ 

３．５０ 

～  

３．７０ 

新 ３７．８ 

４．２０ 

～  

４．７０ 

３４－２ 一里山大垣内線 

和歌山市新庄８１番３地先 

～ 

和歌山市新庄８１番２地先 

旧 ３７．５ 

２．７０ 

～  

３．３０ 

新 ３７．５ ６．００ 

 

 

３４－３９ 

 

 

小倉３９号線 

和歌山市満屋６０番５地先 

～ 

和歌山市満屋６０番３地先 

旧 ２８．２ 

３．１０ 

～  

３．３０ 

 ２８．２ ６．００ 
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    新 
 

～  

６．２０ 

３４－７０ 小倉７０号線 

和歌山市新庄４２９番７地先 

～ 

和歌山市新庄４２９番７地先 

旧 ２９．３ 

２．２０ 

～  

４．２０ 

新 ２９．３ 

４．１０ 

～  

５．４０ 

３４－７２ 小倉７２号線 

和歌山市新庄８１番３地先 

～ 

和歌山市新庄８３番地先 

旧 ６２．６ 

４．４０ 

～  

４．６０ 

新 ６２．６ 

５．００ 

～  

６．００ 

３４－１０７ 小倉１０７号線 

和歌山市新庄７５番１０地先 

～ 

和歌山市新庄７５番１９地先 

旧 ３２．６ ４．１０ 

新 ３２．６ ６．００ 

（令和４年４月１８日掲示済）  

 

和歌山市告示第１７５号 

次に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないため介護保険料督促状の送達ができないので、介護保

険法（平成９年法律第１２３号）第１４３条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条

の２の規定により告示する。 

なお、送達すべき介護保険料督促状は、介護保険課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交付す

る。 

令和４年４月２１日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

年度 期別 種別 備考 

令和３年度 第９期 介護保険料 督促状の指定納付期限を令和４年５月２日に変更する。 

 （別紙省略） 

（令和４年４月２１日掲示済）  

  

和歌山市告示第１７６号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定により、地縁による団体の告示された

事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定により、次のとおり告示する。 

令和４年４月２２日  

和歌山市長  尾 花 正 啓    

区分 変更事項 変更前 変更後 変更年月日 

名草地区琴

の浦自治会 

代表者の氏

名及び住所 

西田 健 

和歌山市毛見１４３９－２９ 

野上朋紀 

和歌山市毛見１４３７ 

令和４年４月

２日 

（令和４年４月２２日掲示済）  

 

和歌山市告示第１７７号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定により、地縁による団体の告示された

事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定により、次のとおり告示する。 

令和４年４月２２日  
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 和歌山市長  尾 花 正 啓    

区分 変更事項 変更前 変更後 変更年月日 

下三毛畑自

治会 

代表者の氏名

及び住所 

土居憲司 

和歌山市下三毛６５７番地 

井本博隆 

和歌山市下三毛５番地 

令和４年４

月２日 

（令和４年４月２２日掲示済）  

 

和歌山市告示第１７８号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定により、地縁による団体の告示された

事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定により、次のとおり告示する。 

令和４年４月２２日  

和歌山市長  尾 花 正 啓    

区分 変更事項 変更前 変更後 変更年月日 

下三毛自治会 代表者の氏

名及び住所 

中家利幸 

和歌山市下三毛３５８－７ 

田村敬三 

和歌山市下三毛７８ 

令和４年４

月１日 

（令和４年４月２２日掲示済）  

 

和歌山市告示第１７９号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定により、地縁による団体の告示された

事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定により、次のとおり告示する。 

令和４年４月２２日  

和歌山市長  尾 花 正 啓    

区分 変更事項 変更前 変更後 変更年月日 

和歌山市西和

佐北東自治会 

代表者の氏

名及び住所 

岩橋秀郎 

和歌山市岩橋１３１－２ 

數見明久 

和歌山市岩橋１１０－３ 

令和４年４

月２日 

主たる事務

所の所在地 

和歌山市岩橋１３１－２ 和歌山市岩橋１１０－３ 

（令和４年４月２２日掲示済）  

 

和歌山市告示第１８０号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定により、地縁による団体の告示された

事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定により、次のとおり告示する。 

令和４年４月２２日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

区分 変更事項 変更前 変更後 変更年月日 

下和佐自治会 代表者の氏

名及び住所 

田端尋敏 

和歌山市下和佐１４６ 

鳥居美成 

和歌山市下和佐２０ 

令和４年３月２

６日 

（令和４年４月２２日掲示済）  

 

和歌山市告示第１８１号 

次に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないため、督促状の送達ができないので、国民健康保険法

（昭和３３年法律第１９２号）第７８条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２

の規定により告示する。 

なお、督促状は、国保年金課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交付する。  

令和４年４月２２日 

                                 和歌山市長  尾 花 正 啓    

年度 期（月）別 種別 備考 
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令和３年度 第８期 国民健康保険料 督促状の指定納期限を令和４年５月２日に変更する。 

 （別紙省略） 

（令和４年４月２２日掲示済）  

 

和歌山市告示第１８２号 

 次に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないため後期高齢者医療保険料決定（変更）通知書が送達

できないので、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）第１１２条において準用する地方

税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により告示する。 

 なお、送達すべき後期高齢者医療保険料決定（変更）通知書は、保険総務課において保管し、送達を受けるべ

き者の申出により交付する。 

令和４年４月２５日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

年度 種別 

令和４年度 後期高齢者医療保険料 

 （別紙省略） 

（令和４年４月２５日掲示済）  

 

和歌山市告示第１８３号 

 次に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないため後期高齢者医療保険料督促状が送達できないので、

高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）第１１２条において準用する地方税法（昭和２５

年法律第２２６号）第２０条の２の規定により告示する。 

 なお、送達すべき後期高齢者医療保険料督促状は、保険総務課において保管し、送達を受けるべき者の申出に

より交付する。 

令和４年４月２５日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

年度 種別 備考 

令和３年度 後期高齢者医療保険料 納期は、令和４年５月１２日に変更する。 

（別紙省略） 

（令和４年４月２５日掲示済）  

 

和歌山市告示第１８４号 

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した

中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項においてそ

の例による場合を含む。）の規定により医療機関を指定したので、生活保護法第５５条の３第１号の規定により

次のとおり告示する。 

令和４年４月２５日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

指定番号 名称 所在地 指定年月日 

和薬新２６２－３ とんぼ薬局 和歌山市友田町４丁目８６番地 令和４年３月１日 

和医新４８６－３ 医療法人しらい眼科 和歌山市中５７３番地 イオンモ

ール和歌山地下１階 

令和４年３月１日 

和医新４８５－３ ＫＡＹ ＣＬＩＮＩＣ 和歌山市小雑賀３丁目３番１４号 令和４年４月１日 

和薬新２６３－３ コスモファーマ薬局大新店 和歌山市新大工町５番地 令和４年４月１日 

（令和４年４月２５日掲示済）  

 

和歌山市告示第１８５号 
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 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した

中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項においてそ

の例による場合を含む。）の規定により医療機関を指定したので、生活保護法第５５条の３第１号の規定により

次のとおり告示する。 

令和４年４月２５日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

指定番号 申請者の名称 
主たる事務所

の所在地 
指定事業所の名称 

指定事業所

の所在地 

指定年月

日 

和訪新８

８－３ 

ＯＮＮコーポレー

ション株式会社 

和歌山市木広

町２丁目５８ 

訪問看護ステーションのぞみ 和歌山市駕

町５６ 

令和４年

４月１日 

（令和４年４月２５日掲示済）  

 

和歌山市告示第１８６号 

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した

中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項においてそ

の例による場合を含む。）の規定により指定した医療機関から廃止の届出があったので、生活保護法第５５条の

３第２号の規定により次のとおり告示する。 

令和４年４月２５日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

指定番号 名称 所在地 廃止年月日 

和医新１５６－２６ 栗山内科 和歌山市北中島１－５－１ ク

リニックビルりゅうじん２Ｆ 

令和４年３月１日 

和医新３２５－２６ 医療法人 乾医院 和歌山市上町６０番地 令和４年２月２０日 

和医新３３２－２６ しらい眼科 和歌山市中５７３番地 イオン

モール和歌山地下１階 

令和４年２月２８日 

和歯新４５－２６ 山本歯科 和歌山市杭ノ瀬１７－１ 令和４年４月１日 

和医新２２９－２６ 谷本内科医院 和歌山市加納字園池３２９－５ 令和４年４月１日 

和歯新２８－２６ 前田歯科医院 和歌山市新通３丁目２７ 令和４年３月１０日 

（令和４年４月２５日掲示済）  

 

和歌山市告示第１８７号 

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した

中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項においてそ

の例による場合を含む。）の規定により施術機関を指定したので、生活保護法第５５条の３第１号の規定により  

次のとおり告示する。 

令和４年４月２５日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

指定番号 施術所名称 氏名 住所又は施術所所在地 指定年月日 

和柔４３７－３ いのうち整骨院（柔整） 井内 陽 和歌山市西高松１丁目６－

６ 宇藤ビル１Ｆ 

令和４年２

月１８日 

（令和４年４月２５日掲示済）  

 

和歌山市告示第１８８号 

配当計算書（謄本）を送達すべきところ、住所及び居所が明らかでないため送達できないので、地方税法(昭

和２５年法律第２２６号)第２０条の２の規定により次のとおり告示する。 

なお、送達すべき配当計算書（謄本）は債権回収対策課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交



           和歌山市公報（第１７２６号）  令和４年（２０２２年）５月２日 

 

－7－ 

 付する。 

  令和４年４月２６日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 （登載省略） 

（令和４年４月２６日掲示済）  

 

和歌山市告示第１８９号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定により、地縁による団体の告示された

事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定により、次のとおり告示する。 

令和４年４月２６日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

区分 変更事項 変更前 変更後 変更年月日 

神波自治会 代表者の氏名及

び住所 

藤谷博宣 

和歌山市神波２７３－２ 

中村幸雄 

和歌山市神波１３５ 

令和４年４

月１日 

（令和４年４月２６日掲示済）  

 

和歌山市告示第１９０号 

次に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないため介護保険料納入通知書の送達ができないので、介

護保険法（平成９年法律第１２３号）第１４３条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２

０条の２の規定により告示する。 

なお、送達すべき介護保険料納入通知書は、介護保険課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交

付する。 

令和４年４月２７日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

年度 種別 備考 

令和３年度 介護保険料納入通知書 

介護保険料納入通知書（特別徴収） 

令和３年度第１０期の納期は、

令和４年５月９日に変更する。 

令和４年度（令和３年度分） 介護保険料納入通知書（特別徴収）  

（別紙省略） 

（令和４年４月２７日掲示済）  

 

和歌山市告示第１９１号 

 準用河川の指定（平成１０年告示第１００号）の一部を次のように改正する。 

  令和４年４月２７日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 表中                         を 

 

                         に改める。 

 

（令和４年４月２７日掲示済）  

 

和歌山市告示第１９２号 

 市県民税普通徴収督促状、固定資産税・都市計画税督促状及び軽自動車税督促状を別紙の者に送付したところ、

住所又は居所が明らかでないため送達できないので和歌山市税条例（昭和２９年条例第３０号）第１６条の規定

により告示する。 

 なお、送達すべき督促状は、納税課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交付する。 

和歌山市吉礼６６２番１地先 １，２１５ｍ 

 

「 

」 

「 
和歌山市吉礼５２５番２地先 ８４０ｍ 

 
」 
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   令和４年４月２８日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 （別紙省略） 

（令和４年４月２８日掲示済）  

 

和歌山市告示第１９３号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定により、地縁による団体の告示された

事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定により、次のとおり告示する。 

令和４年４月２８日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

区分 変更事項 変更前 変更後 変更年月日 

加太サニータ

ウン自治会 

代表者の氏

名及び住所 

渡邊大幸 

和歌山市加太２２０１－３２ 

浴口英雄 

和歌山市加太２２０１－３１ 

令和４年４

月１７日 

（令和４年４月２８日掲示済）  

 

和歌山市告示第１９４号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定により、地縁による団体の告示された

事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定により、次のとおり告示する。 

令和４年４月２８日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

区分 変更事項 変更前 変更後 変更年月日 

小倉木工団地

西自治会 

代表者の氏

名及び住所 

三宅利征 

和歌山市小倉２９１－１８ 

大野和芳 

和歌山市小倉２８８－１５ 

令和４年４

月１日 

（令和４年４月２８日掲示済）  

 

和歌山市告示第１９５号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定により、地縁による団体の告示された

事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定により、次のとおり告示する。 

令和４年４月２８日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

区分 変更事項 変更前 変更後 変更年月日 

紀の川台

自治会 

代表者の氏

名及び住所 

坂田光生 

和歌山市六十谷１３４２－２

７８ 

竹内一男 

和歌山市六十谷１３４２－３

０ 

令和４年４

月１０日 

（令和４年４月２８日掲示済）  

 

和歌山市告示第１９６号 

  次の書類に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないためその書類の送達ができないので、国民健康

保険法（昭和３３年法律第１９２号）第７８条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０

条の２の規定により告示する。 

 なお、送達すべき書類は、国保年金課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交付する。 

  令和４年５月２日 

                                                         和歌山市長  尾 花 正 啓    

年度 種別 備考 

令和３年度 国民健康保険料決定通知書 納期は、令和４年５月２４日に変更する。 

令和３年度 国民健康保険料更正通知書 納期は、令和４年５月２４日に変更する。 
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令和２年度 国民健康保険料更正通知書 納期は、令和４年５月２４日に変更する。 

 （別紙省略） 

（令和４年５月２日掲示済）  

 

和歌山市告示第１９７号 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５９条第１項

の指定自立支援医療機関を指定したので、同法第６９条第１号の規定により次のとおり告示する。 

令和４年５月２日 

                                 和歌山市長  尾 花 正 啓    

指定自立支援医療機関の名称 所在地 
担当する医

療の種類 
指定年月日 

ウエルシア薬局和歌山楠見中店 和歌山市楠見中２８番地３ 調剤 令和４年５月１日 

コスモファーマ薬局大新店 和歌山市新大工町５番地 調剤 令和４年５月１日 

訪問看護ステーションスマート 和歌山市秋月３３１ 訪問看護 令和４年５月１日 

アンジュールメディカルケア 和歌山市和歌浦南３丁目１番１７号 訪問看護 令和４年５月１日 

（令和４年５月２日掲示済）  

 

和歌山市告示第１９８号 

 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項に規定する医師を指定したので、和歌山市身

体障害者福祉法に関する規則（平成１５年規則第１１号）第４条の規定により次のとおり告示する。 

令和４年５月２日 

                                 和歌山市長  尾 花 正 啓    

氏名 診療科目 診断する障害の種類 医療機関の名称 医療機関の所在地 指定年月日 

中村

有貴 

外科 ぼうこう・直腸機能障害、

小腸障害 

和歌山県立医科

大学附属病院 

和歌山市紀三井寺

８１１番地１ 

令和４年５

月１日 

井口

幹崇 

消化器内科 ぼうこう・直腸機能障害、

小腸機能障害、肝臓機能障

害 

和歌山県立医科

大学附属病院 

和歌山市紀三井寺

８１１番地１ 

令和４年５

月１日 

酒谷

英樹 

耳鼻咽喉科・

頭頸部外科 

聴覚・平衡機能障害、音声

・言語・そしゃく機能障害 

和歌山県立医科

大学附属病院 

和歌山市紀三井寺

８１１番地１ 

令和４年５

月１日 

田村

志宣 

救急・集中治

療医学 

呼吸機能障害 和歌山県立医科

大学附属病院 

和歌山市紀三井寺

８１１番地１ 

令和４年５

月１日 

（令和４年５月２日掲示済）  

 

和歌山市告示第１９９号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条の規定に基づき、道路区域を次のように変更し、令和４年５月

２日から供用を開始する。 

その関係図面は、和歌山市都市建設局道路河川部道路管理課において告示の日から１４日間一般の縦覧に供す

る。 

  令和４年５月２日 

                                 和歌山市長  尾 花 正 啓    

整理番号 路線名 区域変更の区間 旧新

別 

延長 

（ｍ） 

幅員 

（ｍ） 

８－９５ 砂山９５号線 

和歌山市砂山南１丁目９番１９地先 

～ 

和歌山市砂山南１丁目９番１９地先 

旧 ９．０ ２．８０ 

新 ９．０ ３．４０     
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８－９６ 砂山９６号線 

和歌山市砂山南１丁目９番２４地先 

～ 

和歌山市砂山南１丁目９番２１地先 

旧 ３６．７ 

２．９０ 

～  

３．２０ 

新 ３６．７ ５．５０ 

２８－８９ 安原８９号線 

和歌山市朝日９６３番６地先 

～ 

和歌山市朝日９６６番３地先 

旧 １７．１ 

３．２０ 

～  

３．７０ 

新 １７．１ 

４．１０ 

～  

４．５０ 

（令和４年５月２日掲示済）  

 

【 公 告 】 

 

次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定

に基づき公告する。 

  令和４年４月１８日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

開発区域又は工区に含まれる地域の

名称 
開発許可を受けた者の住所及び氏名 

和歌山市寺内字堂脇４５３番、４５

４番３、４５４番４ 

和歌山市湊４丁目１０番２６号 ｏｈ ｂｅａｕｔｙ ２０１号 

江頭尚寛 

和歌山市湊４丁目１０番２６号 ｏｈ ｂｅａｕｔｙ ２０１号 

江頭由希子 

（令和４年４月１８日掲示済）  

 

和歌山農業振興地域整備計画を変更するので、農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号。

以下「法」という。）第１３条第４項において準用する法第１１条第１項の規定により、当該変更に係る農業振

興地域整備計画案及び変更しようとする理由を記載した書面を令和４年４月２２日から同年５月２３日まで和歌

山市産業交流局農林水産部農林水産課において縦覧に供する。 

なお、上記の縦覧期間中に和歌山市民は、法第１３条第４項において準用する法第１１条第２項の規定に基づ

き和歌山農業振興地域整備計画案に対して、和歌山市に意見を提出することができる。 

また、和歌山農業振興地域整備計画案のうち農用地利用計画案に係る農用地区域内にある土地の所有者その他

その土地に関して権利を有する者は、法第１３条第４項において準用する法第１１条第３項の規定に基づき農用

地利用計画案に対して異議があるときは、上記の縦覧期間の満了の日の翌日から起算して１５日以内に和歌山市

にこれを申し出ることができる。 

令和４年４月２２日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 意見書の提出先等 

（１）提出先 郵便番号６４０－８５１１ 

和歌山市七番丁２３番地 

和歌山市産業交流局農林水産部農林水産課 

（２）提出方法及び提出期限 

ア 提出方法 郵送又は持参による提出とし、電話による意見は、受け付けない。 

イ 提出期限 令和４年５月２３日（郵送にあっては、同日の消印のあるものまでとする。） 
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 （３）提出に当たっての注意事項 

ア 意見書は、農業振興地域整備計画案に対する意見以外は提出することはできない。 

イ 意見書には、個人の場合にあっては住所、氏名及び職業を、法人の場合にあっては法人名、代表者名及

び事業所の所在地を記載すること。 

ウ 提出された意見書は、その内容を公表する場合がある。 

エ 提出のあった意見には個別の回答はせず、和歌山農業振興地域整備計画の変更の公告時に、意見の要旨

とその処理結果を併せて公告する。 

（４）意見書の処理方法 

提出された意見については、必要に応じ和歌山農業振興地域整備計画案の修正意見として取り入れること

とする。なお、その際には、和歌山農業振興地域整備計画の変更公告時にその処理結果を公表する。 

２ 異議申出の際の提出先等 

（１）提出先 郵便番号６４０－８５１１ 

和歌山市七番丁２３番地 

和歌山市産業交流局農林水産部農林水産課 

（２）提出方法及び提出期限 

ア 提出方法 郵送又は持参による提出とし、電話による意見は、受け付けない。 

イ 提出期限 令和４年６月７日（郵送にあっては、同日の消印のあるものまでとする。） 

（３）提出に当たっての注意事項 

異議の申出は、次の事項を記載した書面に異議申出人が押印して行うこと。異議申出人が法人その他の社

団若しくは財団であるとき、総代を互選したとき、又は代理人によって異議申出をするときは、異議申出書

には、次の事項のほか、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所を記載すること。 

ア 異議申出人の氏名及び年齢又は名称並びに住所 

イ 異議申出に係る農用地利用計画の変更案 

ウ 異議申出人が農用地利用計画の変更案に係る当該農用地区域内の土地について有する所有権その他権利

の種類及びその土地の所在並びにその土地について異議申出人以外の者が有する所有権その他権利の種類

及びその者の氏名又は名称及び住所 

エ 異議の申出に係る農用地利用計画の案の縦覧があったことを知った日 

オ 異議申出の趣旨及び理由 

カ 教示の有無及びその内容 

キ 異議申出の年月日 

（令和４年４月２２日掲示済）  

 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号による道路の位置を次のとおり指定する。 

令和４年４月２２日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

指定年月日 

指定番号 
地名地番 申請者住所氏名 

道路幅員×延長 

総延長 

令和４年４月２０日 

和建指第２６９６号 

和歌山市大谷藤

原田８６番１ 

和歌山市本町４丁目４３番地１ 

株式会社ＭＴｅｓｔａｔｅ 

代表取締役 田端 裕 

６．００ｍ×７１．０４ｍ 

７１．０４ｍ 

（令和４年４月２２日掲示済）  

 

次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定

に基づき公告する。 

令和４年４月２５日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    
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開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

和歌山市岩橋字南垣内１３００番、１３０１番、水路 和歌山市餌差町１丁目３６番地 

紀の国住宅株式会社 

代表取締役 林 裕介 

和歌山市永穂字越前４９７番１、４９７番５、４９７番

１０ 

和歌山市六十谷１８０番地２７ 和歌山セン

トポリア６０８号 

櫻井杏奈 

和歌山市山東中字口垣内２４４番１ 和歌山市吉礼８３番地３ 

橋本清誠 

（令和４年４月２５日掲示済）  

 

和歌山市営墓地条例施行規則（平成４年規則第１６号）第２条の規定に基づき、和歌山市今福霊園使用者の募

集について、次のとおり公告する。 

令和４年４月２８日 

和歌山市長    尾 花 正 啓    

１  募集用地等 

（１）名称  和歌山市今福霊園 

（２）所在地  和歌山市今福２丁目２番４号 

（３）公募区画数  ７０区画 

（４）区画の大きさ １区画当たり９１ｃｍ×９１ｃｍ、１人につき本市指定の募集区画地のうち１か所 

（５）使用料  １区画につき４５０，０００円 

２ 申込みをすることができる者の資格 

次の（１）から（３）までの全てを満たす者は、１人につき本市指定の募集区画地のうち１か所に限り、申

込みをすることができる。 

（１）申込み時に和歌山市に住民登録をし、居住している者 

（２）慣習に従って祭祀を主宰する者 

（３）死亡した人の遺骨があり、使用許可を受けた日から１年以内に埋蔵することができる者 

３ 申込みをすることができない者 

次のいずれかに該当する者は、申込みをすることができない。 

（１）現在、今福霊園の使用許可を受けている者と同一世帯に属する家族の者 

（２）現在、今福霊園の使用許可を受けている者で、改めて使用区画数と同区画数以下の申込みをしようとする

もの 

（３）分骨のみの埋蔵を行う者 

（４）将来のため墓地を確保したい者 

４  申込書の配付 

令和４年５月９日（月）から和歌山市役所東庁舎１階保険総務課及び和歌山市今福霊園管理事務所で配付し、

郵送による配付は原則として行わない。 

５  申込受付期間等 

（１）受付期間 令和４年５月２３日（月）から同月３１日（火）まで（土曜日及び日曜日を除く。） 

（２）受付時間 各日とも午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）受付場所 和歌山市役所東庁舎１階保険総務課。なお、郵送による申込みは、原則として受付を行わない。 

６ 申込み時に必要な書類 

（１）申込みに当たっては、次の書類を提出すること。 

ア 墓地使用申込書（指定様式） １部 

イ 申請者本人の居住地が確認できる公的書類（住民票、運転免許証、健康保険証等）の写し １部 

ウ 被埋蔵予定者又は被改葬予定者を確認できる書類（火葬許可証、戸籍等）の写し １部 
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 （複数の者の遺骨がある場合は、被埋蔵予定者又は被改葬予定者のうち１人分でよい。） 

（２）使用が確定した者には、墓地使用許可申請書等の書類を改めて提出させる。なお、詳細は、対象となる者

に別途通知する。 

７ 使用区画等の決定 

（１）希望区画において申込みが重複したときは、公開抽選により使用予定者を決定する。重複していない場合

は、そのまま使用予定者とする。 

（２）公開抽選により決定した使用予定者が辞退した場合は、その区画を希望していた者の中から繰り上げて使

用予定者を決定する。なお、繰り上げる順番は、公開抽選時に決定しておく。 

（３）墓地使用申込書を提出した後に別の区画に変更したい場合は、受付期間中であれば、１回に限り変更する

ことができる。 

（４）受付期間中は、保険総務課窓口で各区画の最新の申込状況を掲示するので、参考にすること。申込状況は、

電話でも答える。また、和歌山市ホームページでも公開する。なお、和歌山市ホームページでの申込状況は、

午後５時１５分現在のものを翌日午前９時頃に更新する予定である（土曜日及び日曜日を除く。）。 

（５）公開抽選の日時等は次のとおりとする。 

ア 日時 令和４年６月９日（木）午後１時３０分から 

イ 会場 和歌山市役所 東庁舎３階 第２会議室 

（６）申込受付終了後、抽選の有無等を申込者全員に郵送で通知する。 

８ 随時募集 

今回の募集区画内で空き区画が生じた場合は、令和４年６月２９日（水）から随時募集を行う。詳細につい

ては、保険総務課まで問い合わせること。 

９ その他 

（１）家族や他の親族の者による重複申込みを行った場合は、無効とする。 

（２）使用料とは別に、墓地の整備及び管理に要する費用の一部を、使用者から年間管理料として毎年徴収する。

年間管理料は１，５００円に使用区画１区画当たり２００円を加えた額とする。 

（３）問い合わせ先 

和歌山市役所東庁舎１階保険総務課総務企画班 電話 ０７３－４３５－１０６９ 

和歌山市今福霊園管理事務所 電話 ０７３－４２２－０６７７ 

（令和４年４月２８日掲示済）  

 

【 人 事 委 員 会 規 則 】 

 

和歌山市職員の任用に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和４年４月２８日 

和歌山市人事委員会委員長  水 野 八 朗    

和歌山市人事委員会規則第３号 

和歌山市職員の任用に関する規則の一部を改正する規則 

 和歌山市職員の任用に関する規則（平成１１年人事委員会規則第４号）の一部を次のように改正する。 

別表第１の２のウ医療職給料表等級別職務分類表３級の項中「保健所長又は」を削り、同表４級の項中「参与

」を「保健所長又は参与」に改める。 

附 則 

この規則は、令和４年５月１日から施行する。 

（令和４年４月２８日掲示済）  

 

【 人 事 委 員 会 公 告 】 
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 令和４年度和歌山市職員（コロナ関連・一般枠）採用試験を次のとおり実施するので公告する。 

  令和４年４月２７日 

和歌山市人事委員会委員長  水 野 八 朗    

令和４年度和歌山市職員（コロナ関連・一般枠）採用試験 

１ 試験区分、採用予定人員及び職務内容 

  令和４年１０月１日採用予定 

試験区分 採用予定人員 職務内容 

事務職(コロナ関連・一般枠) ５人 市長事務部局等で、一般行政事務に従事する。 

２ 受験資格 

  次の受験資格に該当する者 

試験区分 受験資格 

事務職(コロナ関連・一

般枠) 

令和４年１０月１日から勤務可能な者で、次の（１）から（３）までの要

件を満たす者 

（１）次のいずれかに該当する者 

ア 日本国籍を有する者 

イ 出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）に規定

する永住者（令和４年９月３０日までに取得見込みの者を含む。） 

ウ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国

管理に関する特例法（平成３年法律第７１号）に規定する特別永住

者（令和４年９月３０日までに取得見込みの者を含む。） 

（２）地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条に規定する次

のいずれにも該当しない者 

ア 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を

受けることがなくなるまでの者 

イ 和歌山市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２

年を経過しない者 

ウ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立

した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成

し、又はこれに加入した者 

（３）昭和４７年４月２日から平成１２年４月１日までの間に生まれた者

（学歴不問） 

３ 試験の方法等 

（１）第１次試験 

ア 試験種目及び配点 

 試験種目 

試験区分 
教養試験 

事務職（コロナ関連・一般枠） １００ 

注意事項 数字は、その試験種目の配点を表している。 

イ 試験内容等 

試験種目 試験内容等 

教養試験 択一式、６０分で行われる筆記試験。出題分野は、文章理解、判断

推理、数的推理、時事、一般知識、基礎英語等とする。 

注意事項 教養試験は、大学卒業程度の内容で行う。 

（２）第２次試験 

ア 試験種目及び配点 
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試験種目 

試験区分 
第１次試験結果 口述試験 事務能力検査 適性検査 

事務職（コロナ関連・一般枠） ５０ １２０ ３０ ○ 

注意事項 

１ 数字は、その試験種目の配点を表している。 

２ 第１次試験結果については、第１次試験の得点を第２次試験の配点に応じて換算する。 

３ 適性検査は、口述試験及び合否判定の資料として使用する。 

４ 第２次試験の実施日に、第３次試験の試験種目である論文試験を実施する。なお、採点は、第２次

試験に合格した者のみ行う。 

  イ 試験内容等 

試験種目 試験内容等 

口述試験 個人の形式による主として人物、性格等についての面接 

事務能力検査 照合、計算等の事務処理を速く正確に行う能力についての検査 

適性検査 性格等に関する適性検査 

（３）第３次試験 

ア 試験種目及び配点 

試験種目 

試験区分 
第２次試験結果 論文試験 口述試験 適性検査 

事務職（コロナ関連・一般枠） ５０ ５０ １００ ○ 

注意事項 

１ 数字は、その試験種目の配点を表している。 

２ 第２次試験結果については、第２次試験の得点を第３次試験の配点に応じて換算する。 

３ 適性検査は、口述試験及び合否判定の資料として使用する。なお、第２次試験に実施したものを使

用するため、改めて実施することはない。 

４ 論文試験は、第２次試験日に、全受験者に実施する。なお、採点は、第２次試験に合格した者のみ

行う。また、第２次試験に不合格となった場合でも、論文試験の原稿用紙は返却しない。  

イ 試験内容等 

試験種目 試験内容等 

論文試験 １２００字程度、９０分で行われる一定のテーマによる論文 

口述試験 個人の形式による主として人物、性格等についての面接 

４ 試験日等 

（１）第１次試験 

試験日・集合時間 終了予定時間 試験会場 実施試験種目 

令和４年６月１９日(日) 

午後１時００分着席、出

席点呼 

午後２時１５分頃 和歌山市立日進中学校 教養試験 

 

注意事項 

１ 試験開始後３０分間に限り、遅刻を認める。 

２ 気象条件その他の事情により、試験開始時間等が変更される場合がある。 

（２）第２次試験 

試験日 実施試験種目 

令和４年７月１５日（金）、同月１６日（土）、

同月１７日（日）のうちの１日 

論文試験、事務能力検査、適性検査 

令和４年７月２１日（木）から同月２６日（火） 個人の形式による口述試験 
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 までのうちの１日  

注意事項 

１ 都合により、試験日を変更する場合がある。 

２ 試験会場、日時等の具体的な事項は、第１次試験合格者に通知する。なお、和歌山市人事委員会が

指定した事項を変更することはできない。また、希望を聞くことはできない。 

３ 第２次試験日に実施する論文試験は第３次試験の種目とする。 

（３）第３次試験 

試験日 実施試験種目 

令和４年８月１４日（日）から同月２４日（水）ま

でのうちの１日 

個人の形式による口述試験 

注意事項 

１ 都合により、試験日を変更する場合がある。 

２ 試験会場、日時等の具体的な事項は、第２次試験合格者に通知する。なお、和歌山市人事委員会が

指定した事項を変更することはできない。また、希望を聞くことはできない。 

５ 合格発表等 

（１）合格者は総合得点の高い順に決定する。ただし、それぞれの試験種目において和歌山市人事委員会が認め

る得点に達しない場合は、順位にかかわらず不合格となることがある。 

また、同点者は同順位とするが、最終合格決定時において、合否判定上に同点者がいる場合は、第２次試

験の得点順に合格者を決定する。 

教養試験の得点は、各受験者の成績が受験者全体の成績の分布の中でどの位置にあるかを相対的に示すよ

うに、標準偏差等を用いて算出したものである。 

（２）合格発表予定日等は次のとおりである。 

 時期 方法 

第１次試験合格発表 ７月上旬 合格者にのみ文書で通知する。 

和歌山市役所正面玄関に合格者の受験番号を掲示する。 第２次試験合格発表 ８月上旬 

第３次試験（最終）合格発表 ８月下旬 合格者及び繰上げ合格候補者にのみ文書で通知する。 

和歌山市役所正面玄関に合格者の受験番号を掲示する。 

（３）和歌山市のホームページでも、合格発表の日から約１週間、合格者の受験番号を掲示する。ただし、必ず

合格通知や合格発表掲示で確認すること。なお、合否に関する電話での問い合わせには応じない。 

６ 繰上げ合格制度 

  次のとおり実施する。 

（１）正式合格者数は採用予定人員と同数とし、正式合格者の次位以下の者の中から成績順に、繰上げ合格候補

者として採用候補者名簿に登載する。 

（２）繰上げ合格候補者の数は２人程度とする。ただし、和歌山市人事委員会が認める得点に達しない場合は、

それ以下の人数とする。 

（３）次の場合に限り、繰上げ合格候補者の中から成績順に採用される。 

ア 正式合格者が採用を辞退した場合 

イ 正式合格者が受験資格を満たさないことが明らかとなった等により採用できない場合 

（４）繰上げ合格候補者の受験番号は、最終合格発表掲示に掲載しない。なお、繰上げ合格候補者となった者に

は、その旨及び採用候補者名簿登載順位を文書で通知する。 

（５）業務増や急な退職による欠員が生じた等の事情により、同じ試験区分の採用試験が新たに実施されること

が考えられるが、この試験結果による繰上げ合格候補者は、新たに試験が実施された場合であっても優先的

に正式合格となることはない。 

（６）採用予定日に採用予定人員どおりに採用された場合は、繰上げ合格候補者として採用候補者名簿に登載さ

れた者が残っていても、同日をもって当該採用候補者名簿は失効し、採用されることはない。 

（７）繰上げ合格候補者が採用された場合は、採用されなかった正式合格者の受験番号及び採用された繰上げ合
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 格候補者の受験番号を和歌山市役所正面玄関に掲示する。 

７ 試験結果の開示 

（１）この採用試験の結果については、和歌山市個人情報保護条例（平成１２年条例第１２７号）の規定により、

次のとおり開示する。 

 開示請求できる者 開示内容 開示期間 開示場所 

第１次試験 第１次試験の不合格

者（本人に限る。） 

第１次試験の種目別得点及

び総合得点並びに総合得点

に基づく順位 

合格発表の日から１

か月間（ただし、日

曜日、土曜日及び国

民の祝日に関する法

律（昭和２３年法律

第１７８号）に規定

する休日（以下「日

曜日等」という。）

を除く午前８時３０

分から午後５時１５

分までとする。） 

和歌山市

人事委員

会事務局 

第２次試験 第２次試験の不合格

者（本人に限る｡） 

第１次試験及び第２次試験

それぞれの種目別得点及び

総合得点並びに総合得点に

基づく順位 

第３次試験 第３次試験の受験者

（本人に限る｡） 

第１次試験から第３次試験

までのそれぞれの種目別得

点及び総合得点並びに総合

得点に基づく順位 

注意事項 第２次試験を受験しなかった第１次試験合格者及び第３次試験を受験しなかった第２次試験合

格者の開示については、和歌山市人事委員会事務局へ問い合わせること。 

（２）開示請求をしようとする者は、受験票を提示すること。なお、電話、はがき等による開示の請求はできな

い。 

８ 合格から採用まで 

（１）正式合格者及び繰上げ合格候補者は、試験区分ごとに作成する採用候補者名簿に得点順に登載される。 

（２）任命権者は、採用候補者名簿の中から成績順に採用者を決定する。 

（３）最終合格後に受験資格を満たしていないことが明らかになった場合は、採用候補者名簿に登載されていて

も、採用しない。 

９ 受験申込みの注意事項 

（１）申込みの制限 

ア 申込みできる試験区分は１つに限り、申込書の受理後における試験区分の変更はできない。 

イ 郵送による申込みに限る。 

（２）受験案内及び申込書の配布 

令和４年４月２８日（木）から配布する。ただし、日曜日等を除く。 

（３）受験案内及び申込書の入手方法等 

入手方法 入手場所等 

直接受け取る方

法 

和歌山市七番丁１７番地 朝日ビルディング２階 和歌山市人事委員会事務局 

日曜日等を除く午前８時３０分から午後５時１５分までとする。 

ダウンロードで

入手する方法 

和歌山市ホームページからダウンロードすることができる。 

和歌山市ホームページ 

ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｉｔｙ．ｗａｋａｙａｍａ．ｗａｋａｙａｍａ．ｊｐ／ 

郵便で入手する

方法 

郵便番号６４０－８５１１、和歌山市七番丁２３番地、和歌山市人事委員会事務局

宛てに、１４０円分の郵便切手を貼った宛先明記の返信用封筒（角形２号等のＡ４

サイズが入る大きさのもの）を同封して行うものとする。 

（４）受験申込方法 

提出書類 ① 申込書 

② 返信用封筒（受験票送付用） 

（注）長形３号封筒に郵便番号、住所及び氏名を記入し、８４円切手を貼付すること。 

申込期間等 令和４年４月２８日（木）から同年５月２３日（月）まで 
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  令和４年５月２３日（月）までの消印があるものに限り受け付ける。 

送付先 送付先：郵便番号６４０－８５１１、和歌山市七番丁２３番地、和歌山市人事委員会事

務局 

（注）封筒（角形２号：Ａ４サイズが入る大きさ）の表に「職員採用試験申込書在中」

と朱書し提出すること。また、不着のトラブルを避けるため、必ず郵便局で簡易書

留郵便の手続をすること。 

受験票の発行 令和４年５月２７日（金）以降に順次発送する。なお、受験票が令和４年６月３日（金

）を過ぎても届かないときは、至急、和歌山市人事委員会事務局へ連絡すること。 

（５）その他 

  ア この試験において提出された書類等は、受付後返却しない。 

  イ 申込書に記載された個人情報は、採用試験及び採用に関する事務以外の目的には使用しない。 

  ウ 試験当日に車椅子を使用するなど受験に際して要望がある者は、受験申込書の「受験に関する特記事項

」欄に記入すること。 

１０ 第１次試験合格者の提出書類等 

（１）第１次試験に合格した者には、履歴書等を提出させる。その際に、写真を再度貼り付けて提出すること。 

なお、写真は、最近６か月以内に撮影されたもので縦４センチメートル横３センチメートル、脱帽、上半身、

正面向のものに限り、受験申込書に貼り付けたものと同じもので構わない。また、提出書類は令和４年７月

１５日（金）までに提出すること。 

（２）第１次試験に合格した者に提出させる書類等に関する詳細は、合格通知に同封する。 

１１ 給与等 

（１）令和４年４月１日現在の初任給は、地域手当を含め、次のとおりである。 

試験区分 初任給 

事務職（コロナ関連・一般枠） 約１９３，１００円 

（２）学歴及び民間企業の職歴等に応じて初任給に一定の額が加算（５年分を上限とする。）される。また、昇

任に係る必要年数は、職歴等に応じて短縮される。 

（３）上記のほか、扶養手当、通勤手当、住居手当、時間外勤務手当、期末及び勤勉手当等がそれぞれの要件に

応じて支給される。 

（４）採用された者は、和歌山県市町村職員共済組合等に加入することになる。 

１２ 日本国籍を有しない職員の担当業務等 

  「公権力の行使又は公の意思の形成に参画する公務員については日本国籍を有する。」という公務員の基本

原則に基づき、日本国籍を有しない職員は担当できる業務等について次のような制限がある。 

（１）公権力の行使に該当する業務は担当できない。公権力の行使に該当する業務とは、次のとおりである。 

ア 市民の権利や自由を一方的に制限する内容を含む業務 

イ 市民に義務や負担を一方的に課す内容を含む業務 

ウ 市民に対して、強制力をもって執行する内容を含む業務 

（２）公の意思形成への参画に該当する職に就くことはできない。公の意思形成への参画に該当する職とは、和

歌山市の行政について企画、立案、決定等に関与する職で、基本計画の策定、予算編成、組織、人事、労務

管理等に係る職及び専決権限を有する職が該当する。ただし、スタッフ職に就くことにより部長級までの昇

任が可能である。 

（令和４年４月２７日掲示済）  

 

令和４年度和歌山市職員（コロナ関連・観光業経験者枠）採用試験を次のとおり実施するので公告する。 

  令和４年４月２７日 

和歌山市人事委員会委員長  水 野 八 朗    

令和４年度和歌山市職員（コロナ関連・観光業経験者枠） 

１ 試験区分、採用予定人員及び職務内容 
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 令和４年１０月１日採用予定 

試験区分 採用予定人員 職務内容 

事務職（コロナ関連・観光業経

験者枠） 

３人 市長事務部局等で、観光に関する職務経験を活かし

た一般行政事務に従事する。 

２ 受験資格 

次の受験資格に該当する者 

試験区分 受験資格 

事務職（コロナ関連・観光業経

験者枠） 

次の（１）から（４）までの要件を満たす者 

（１）次のいずれかに該当する者 

ア 日本国籍を有する者 

イ 出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）

に規定する永住者（令和４年９月３０日までに取得見込みの

者を含む。） 

ウ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の

出入国管理に関する特例法（平成３年法律第７１号）に規定

する特別永住者（令和４年９月３０日までに取得見込みの者

を含む。） 

（２）地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条に規定

する次のいずれにも該当しない者 

ア 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその

執行を受けることがなくなるまでの者 

イ 和歌山市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日

から２年を経過しない者 

ウ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下

に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他

の団体を結成し、又はこれに加入した者 

（３）昭和４７年４月２日から昭和６２年４月１日までの間に生ま

れた者（学歴不問） 

（４）民間企業や公的機関等における、観光に関する職務経験（観

光客を対象とした事業の企画・マーケティング・営業販売等）

の期間が、通算して５年以上ある者（令和４年３月３１日現在

） 

注意事項 

１ 「職務経験の期間」についての注意事項は次のとおりである。 

（１）職務経験には、６か月以上継続して就業していた期間が該当する。また、常勤の正規社員（職員

）として就業していた期間又は当該事業所における常勤の正規社員（職員）と同じ勤務形態で就業

していた期間のみが該当する（パートタイム、アルバイト及び非常勤としての期間は除く）。 

（２）職務経験が複数ある場合は通算することができるが、同一期間内に複数の職務に従事した場合は、

いずれか一方のみの職務経験に限る。 

（３）在職中に連続して３か月を超えて職務に従事していない期間（産前産後休暇を除く。）は職務経

験から除く。 

２ 最終合格発表後、職務経験の確認のため、証明書等の提出が必要である。なお、必要な職務経験が

確認できなかった場合は、採用されない。 

３ 試験の方法等 

（１）第１次試験 

ア 試験種目及び配点 
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 試験種目 

試験区分 
教養試験 

事務職（コロナ関連・観光業経験者枠） １００ 

注意事項 数字は、その試験種目の配点を表している。 

イ 試験内容等 

試験種目 試験内容等 

教養試験 択一式、６０分で行われる筆記試験。出題分野は、文章理解、判

断推理、数的推理、時事、一般知識、基礎英語等とする。 

注意事項 教養試験は、大学卒業程度の内容で行う。 

（２）第２次試験 

ア 試験種目及び配点 

試験種目 

試験区分 

第１次 

試験結果 
口述試験 適性検査 

事務職（コロナ関連・観光業経験者枠） ５０ １５０ ○ 

注意事項 

   １ 数字は、その試験種目の配点を表している。 

２ 第１次試験結果については、第１次試験の得点を第２次試験の配点に応じて換算する。 

３ 適性検査は、口述試験及び合否判定の資料として使用する。 

４ 第２次試験の実施日に、第３次試験の試験種目である論文試験を実施する。なお、採点は、第２次

試験に合格した者のみ行う。 

  イ 試験内容等 

試験種目 試験内容等 

口述試験 個人の形式による主として人物、性格等についての面接 

適性検査 性格等に関する適性検査 

（３）第３次試験 

ア 試験種目及び配点 

試験種目 

試験区分 

第２次 

試験結果 
論文試験 口述試験 適性検査 

事務職（コロナ関連・観光業経験者枠） ５０ ５０ １００ ○ 

注意事項 

   １ 数字は、その試験種目の配点を表している。 

２ 第２次試験結果については、第２次試験の得点を第３次試験の配点に応じて換算する。 

３ 適性検査は、口述試験及び合否判定の資料として使用する。なお、第２次試験日に全受験者に実施

したものを使用するため、改めて実施することはない。 

４ 論文試験は、第２次試験日に、全受験者に実施する。なお、採点は、第２次試験に合格した者のみ

行う。また、第２次試験に不合格となった場合でも、論文試験の原稿用紙は返却しない。  

イ 試験内容等 

試験種目 試験内容等 

論文試験 １２００字程度、９０分で行われる一定のテーマによる論文 

口述試験 個人の形式による主として人物、性格等についての面接 

４ 試験日等 

（１）第１次試験 

試験日・集合時間 終了予定時間 試験会場 実施試験種目 
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令和４年６月１９日(日) 

午後１時００分着席、出席点呼 

午後２時１５分頃 和歌山市立日進中学校 教養試験 

注意事項 

１ 試験開始後３０分間に限り、遅刻を認める。 

２ 気象条件その他の事情により、試験開始時間等が変更される場合がある。 

（２）第２次試験 

試験日 実施試験種目 

令和４年７月１５日（金）、同月１６日（土）、同月１７日（日）

のうちの１日 

論文試験、適性検査 

令和４年７月２１日（木）から同月２６日（火）までのうちの１日 個人の形式による口述試験 

注意事項 

１ 都合により、試験日を変更する場合がある。 

２ 試験会場、日時等の具体的な事項は、第１次試験合格者に通知する。なお、和歌山市人事委員会が

指定した事項を変更することはできない。また、希望を聞くことはできない。 

３ 第２次試験日に実施する論文試験は第３次試験の種目とする。 

（３）第３次試験 

試験日 実施試験種目 

令和４年８月１４日（日）から同月２４日（水）までのうちの１日 個人の形式による口述試験 

注意事項 

１ 都合により、試験日を変更する場合がある。 

２ 試験会場、日時等の具体的な事項は、第２次試験合格者に通知する。なお、和歌山市人事委員会が

指定した事項を変更することはできない。また、希望を聞くことはできない。 

５ 合格発表等 

（１）合格者は総合得点の高い順に決定する。ただし、それぞれの試験種目において和歌山市人事委員会が認め

る得点に達しない場合は、順位にかかわらず不合格となることがある。 

また、同点者は同順位とするが、最終合格決定時において、合否判定上に同点者がいる場合は、第２次試

験の得点順に合格者を決定する。 

教養試験の得点は、各受験者の成績が受験者全体の成績の分布の中でどの位置にあるのかを相対的に示す

ように、標準偏差等を用いて算出したものである。 

（２）合格発表予定日等は次のとおりである。 

 時期 方法 

第１次試験合格発表 ７月上旬 合格者にのみ文書で通知する。 

和歌山市役所正面玄関に合格者の受験番号を掲示する。 

第２次試験合格発表 ８月上旬 合格者にのみ文書で通知する。 

和歌山市役所正面玄関に合格者の受験番号を掲示する。 

第３次試験（最終）合格発表 ８月下旬 合格者及び繰上げ合格候補者にのみ文書で通知する。 

和歌山市役所正面玄関に合格者の受験番号を掲示する。 

（３）和歌山市のホームページでも、合格発表の日から約１週間、合格者の受験番号を掲示する。ただし、必ず

合格通知や合格発表掲示で確認すること。なお、合否に関する電話での問い合わせには応じない。 

６ 繰上げ合格制度 

 次のとおり実施する。 

（１）正式合格者数は採用予定人員と同数とし、正式合格者の次位以下の者の中から成績順に、繰上げ合格候補

者として採用候補者名簿に登載する。 

（２）繰上げ合格候補者の数は２人程度とする。ただし、和歌山市人事委員会が認める得点に達しない場合は、

それ以下の人数とする。 

（３）次の場合に限り、繰上げ合格候補者の中から成績順に採用される。 
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 ア 正式合格者が採用を辞退した場合 

イ 正式合格者が受験資格を満たさないことが明らかとなった等により採用できない場合 

（４）繰上げ合格候補者の受験番号は、最終合格発表掲示に掲載しない。なお、繰上げ合格候補者となった者に

は、その旨及び採用候補者名簿登載順位を文書で通知する。 

（５）業務増や急な退職による欠員が生じた等の事情により、同じ試験区分の採用試験が新たに実施されること

が考えられるが、この試験結果による繰上げ合格候補者は、新たに試験が実施された場合であっても優先的

に正式合格となることはない。 

（６）採用予定日に採用予定人員どおりに採用された場合は、繰上げ合格候補者として採用候補者名簿に登載さ

れた者が残っていても、同日をもって当該採用候補者名簿は失効し、採用されることはない。 

（７）繰上げ合格候補者が採用された場合は、採用されなかった正式合格者の受験番号及び採用された繰上げ合

格候補者の受験番号を和歌山市役所正面玄関に掲示する。 

７ 試験結果の開示 

（１）この採用試験の結果については、和歌山市個人情報保護条例（平成１２年条例第１２７号）の規定により、

次のとおり開示する。 

 開示請求できる者 開示内容 開示期間 開示場所 

第１次試験 第１次試験の不合格

者（本人に限る。） 

第１次試験の種目別得点及び

総合得点並びに総合得点に基

づく順位 

合格発表の日から１

か月間（ただし、日

曜日、土曜日及び国

民の祝日に関する法

律（昭和２３年法律

第１７８号）に規定

する休日（以下「日

曜日等」という。）

を除く午前８時３０

分から午後５時１５

分までとする。） 

和歌山市

人事委員

会事務局 

第２次試験 第２次試験の不合格

者（本人に限る｡） 

第１次試験及び第２次試験そ

れぞれの種目別得点及び総合

得点並びに総合得点に基づく

順位 

第３次試験 第３次試験の受験者

（本人に限る｡） 

第１次試験から第３次試験ま

でのそれぞれの種目別得点及

び総合得点並びに総合得点に

基づく順位 

注意事項 第２次試験を受験しなかった第１次試験合格者及び第３次試験を受験しなかった第２次試験合

格者の開示については、和歌山市人事委員会事務局へ問い合わせること。 

（２）開示請求をしようとする者は、受験票を提示すること。なお、電話、はがき等による開示の請求はできな

い。 

８ 合格から採用まで 

（１）正式合格者及び繰上げ合格候補者は、試験区分ごとに作成する採用候補者名簿に得点順に登載される。 

（２）任命権者は、採用候補者名簿の中から成績順に採用者を決定する。 

（３）最終合格後に受験資格を満たしていないことが明らかになった場合は、採用候補者名簿に登載されていて

も、採用しない。 

９ 受験申込みの注意事項 

（１）申込みの制限 

ア 申込みできる試験区分は１つに限る。また、申込書の受理後における試験区分の変更はできない。 

イ 郵送による申込みに限る。 

（２）受験案内及び申込書の配布 

令和４年４月２８日（木）から配布する。ただし、日曜日等を除く。 

（３）受験案内及び申込書の入手方法等 

入手方法 入手場所等 

直接受け取る方

法 

和歌山市七番丁１７番地 朝日ビルディング２階 和歌山市人事委員会事務局 

日曜日等を除く午前８時３０分から午後５時１５分までとする。 

ダウンロードで 和歌山市ホームページからダウンロードすることができる。 
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 入手する方法 和歌山市ホームページ 

ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｉｔｙ．ｗａｋａｙａｍａ．ｗａｋａｙａｍａ．ｊｐ／ 

郵便で入手する

方法 

郵便番号６４０－８５１１、和歌山市七番丁２３番地、和歌山市人事委員会事務局

宛てに、１４０円分の郵便切手を貼った宛先明記の返信用封筒（角形２号等のＡ４

サイズが入る大きさのもの）を同封して行うものとする。 

（４）受験申込方法 

提出書類 ① 申込書 

② 職務経験確認シート 

③ 返信用封筒（受験票送付用） 

（注）長形３号封筒に郵便番号、住所及び氏名を記入し、８４円切手を貼付すること。 

申込期間等 令和４年４月２８日（木）から同年５月２３日（月）まで 

令和４年５月２３日（月）までの消印があるものに限り受け付ける。 

送付先 郵便番号６４０－８５１１、和歌山市七番丁２３番地、和歌山市人事委員会事務局 

（注）封筒（角形２号：Ａ４サイズが入る大きさ）の表に「職員採用試験申込書在中

」と朱書し提出すること。また、不着のトラブルを避けるため、必ず郵便局で簡

易書留郵便の手続をすること。 

受験票の発行 令和４年５月２７日（金）以降に順次発送する。なお、受験票が同年６月３日（金）

を過ぎても届かないときは、至急、和歌山市人事委員会事務局へ連絡すること。 

（５）その他 

ア この試験において提出された書類等は、受付後返却しない。 

イ 申込書に記載された個人情報は、採用試験及び採用に関する事務以外の目的には使用しない。 

ウ 試験当日に車椅子を使用する等受験に際して要望がある者は、受験申込書の「受験に関する特記事項」

欄に記入すること。 

１０ 第１次試験合格者の提出書類等 

（１）第１次試験に合格した者には、履歴書等を提出させる。その際に、写真を再度貼り付けて提出すること。 

なお、写真は、最近６か月以内に撮影されたもので縦４センチメートル横３センチメートル、脱帽、上半

身、正面向のものに限り、受験申込書に貼り付けたものと同じもので構わない。また、提出書類は令和４年

７月１５日（金）までに提出すること。 

（２）第１次試験に合格した者に提出させる書類等に関する詳細は、合格通知に同封する。 

１１ 給与等 

（１）令和４年４月１日現在の初任給は、地域手当を含め、次のとおりである。 

民間企業等職務経験（例） 初任給 

５年 約２２０，２００円 

１０年 約２５６，９００円 

１５年 約２８２，４００円 

（２）採用時の職位、初任給については民間企業等における職務経験に基づき決定する。 

（３）上記のほか、扶養手当、通勤手当、住居手当、時間外勤務手当、期末及び勤勉手当等がそれぞれの要件に

応じて支給される。 

（４）採用された者は、和歌山県市町村職員共済組合等に加入することになる。 

１２ 日本国籍を有しない職員の担当業務等 

  「公権力の行使又は公の意思の形成に参画する公務員については日本国籍を有する。」という公務員の基本

原則に基づき、日本国籍を有しない職員は担当できる業務等について次のような制限がある。 

（１）公権力の行使に該当する業務は担当できない。公権力の行使に該当する業務とは、次のとおりである。 

ア 市民の権利や自由を一方的に制限する内容を含む業務 

イ 市民に義務や負担を一方的に課す内容を含む業務 

ウ 市民に対して、強制力をもって執行する内容を含む業務 
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 （２）公の意思形成への参画に該当する職に就くことはできない。公の意思形成への参画に該当する職とは、和

歌山市の行政について企画、立案、決定等に関与する職で、基本計画の策定、予算編成、組織、人事、労務

管理等に係る職及び専決権限を有する職が該当する。ただし、スタッフ職に就くことにより部長級までの昇

任が可能である。 

                                   （令和４年４月２７日掲示済）  

 

 令和４年度第１回和歌山市職員採用試験を次のとおり実施するので公告する。 

  令和４年４月２７日 

和歌山市人事委員会委員長  水 野 八 朗    

令和４年度第１回和歌山市職員採用試験 

１ 試験区分、採用予定人員及び職務内容 

  令和５年４月１日採用予定 

試験区分 採用予定人員 職務内容 

行政職Ⅰ種 事務職［１型］ １３人 市長事務部局等で、一般行政事務に従事する。 

事務職［２型］ ３６人 

事務職（情報職

） 

１人 市長事務部局等で、主に情報システムの導入・管理運

営等の行政事務に従事する。 

化学職 １人 市長事務部局等で、主に環境衛生に関する試験研究、

検査、調査、指導等の専門行政事務に従事する。 

建築職 １人 市長事務部局等で、主に市有建築物の設計、監督業

務、建築指導等の専門行政事務に従事する。 

土木職 ７人 市長事務部局等で、主に道路、河川、都市計画等の事

業の調査、設計、監督業務等の専門行政事務に従事す

る。 

電気職 ２人 市長事務部局等で、主に電気設備工事の設計、監督業

務、保守管理等の専門行政事務に従事する。 

 機械職 １人 市長事務部局等で、主に機械設備工事の設計、監督業

務、保守管理等の専門行政事務に従事する。 

消防職Ⅰ種 ８人 消防署等で、消火、救急、救助活動、火災予防及び防

火指導の業務に従事する。 

２ 受験資格 

次の（１）から（３）までの要件を満たす者 

（１）次のいずれかに該当する者。ただし、消防職Ⅰ種についてはアに該当する者に限る。 

ア 日本国籍を有する者 

イ 出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）に規定する永住者（令和５年３月３１日まで

に取得見込みの者を含む。） 

ウ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法（平成３年法律第

７１号）に規定する特別永住者（令和５年３月３１日までに取得見込みの者を含む。） 

（２）地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条に規定する次のいずれにも該当しない者 

ア 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

イ 和歌山市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

ウ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張

する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

（３）次の試験区分別受験資格に該当する者 

試験区分 受験資格 

行政職Ⅰ種 事務職［１型］ 次の①及び②を満たす者 
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   ① 次のア又はイに該当する者 

 ア 昭和６２年４月２日から平成１３年４月１日までの間に生まれ

た者（学歴不問） 

 イ 平成１３年４月２日以降に生まれた者で、次の（ア）又は（イ

）に該当するもの 

 （ア）大学（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に基づく大学

をいう。以下同じ。）を卒業した者又は令和５年３月３１日ま

でに卒業する見込みの者 

 （イ）外国の大学を修了した者等和歌山市人事委員会が（ア）と同

等であると認める者 

② 事務職（情報職）の区分を受験する場合は、独立行政法人情報処

理推進機構が実施する（平成１６年以前に財団法人日本情報処理開

発協会が実施したものを含む。）、次の（ア）から（ツ）までのい

ずれかの試験に平成１３年以降合格している者 

（ア）基本情報技術者試験 

（イ）応用情報技術者試験 

（ウ）ＩＴストラテジスト試験 

（エ）システムアーキテクト試験 

（オ）プロジェクトマネージャ試験 

（カ）ネットワークスペシャリスト試験 

（キ）データベーススペシャリスト試験 

（ク）エンベデッドシステムスペシャリスト試験 

（ケ）ＩＴサービスマネージャ試験 

（コ）システム監査技術者試験 

（サ）情報処理安全確保支援士試験 

（シ）情報セキュリティスペシャリスト試験 

（ス）システムアナリスト試験 

（セ）アプリケーションエンジニア試験 

（ソ）ソフトウェア開発技術者試験 

（タ）テクニカルエンジニア（ネットワーク、データベース、シス

テム管理、エンベデッドシステム、情報セキュリティのいずれ

かとする。）試験 

（チ）情報セキュリティアドミニストレータ試験 

（ツ）上級システムアドミニストレータ試験 

事務職［２型］ 

事務職（情報職

） 

化学職 次の①及び②を満たす者 

① 次のア又はイに該当する者 

 ア 昭和６２年４月２日から平成１３年４月１日までの間に生まれ

た者（学歴不問） 

 イ 平成１３年４月２日以降に生まれた者で、次の（ア）又は（イ

）に該当するもの 

 （ア）大学を卒業した者又は令和５年３月３１日までに卒業する見

込みの者 

 （イ）外国の大学を修了した者等和歌山市人事委員会が（ア）と同

等であると認める者 

② 次のアからウまでのいずれかに該当する者 

ア 化学に関する専門課程（準ずる課程を含みます。）を修了した 
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 者又は令和５年３月３１日までに修了する見込みの者 

イ 次の（ア）から（ウ）までのいずれかの資格を有する者 

（ア）技術士（環境部門又は化学部門） 

（イ）技術士補（環境部門又は化学部門） 

（ウ）環境計量士（濃度関係） 

ウ 民間企業や公的機関等における、化学（化学関係の実験・検査

等）に関する職務経験の期間が、通算して３年以上ある者（令和

４年３月３１日現在） 

建築職 次の①及び②を満たす者 

① 次のア又はイに該当する者 

ア 昭和６２年４月２日から平成１３年４月１日までの間に生まれ

た者（学歴不問） 

イ 平成１３年４月２日以降に生まれた者で、次の（ア）又は（イ

）に該当するもの（いわゆる飛び級・飛び入学による大学卒業者

の特例） 

（ア）大学を卒業した者又は令和５年３月３１日までに卒業する見

込みの者 

（イ）外国の大学を修了した者など当人事委員会が（ア）と同等で

あると認める者 

② 次のアからウまでのいずれかに該当する者 

ア 建築に関する専門課程（準ずる課程を含みます。）を修了した

者又は令和５年３月３１日までに修了する見込みの者 

イ 次の（ア）から（ウ）までのいずれかの資格を有する者 

（ア）一級建築士 

（イ）二級建築士 

（ウ）１級建築施工管理技士 

ウ 民間企業や公的機関等における、建築（建築工事の設計・施工

管理）に関する職務経験の期間が、通算して３年以上ある者（令

和４年３月３１日現在） 

土木職 次の①及び②を満たす者 

① 次のア又はイに該当する者 

ア 昭和６２年４月２日から平成１３年４月１日までの間に生まれ

た者（学歴不問） 

イ 平成１３年４月２日以降に生まれた者で、次の（ア）又は（イ

）に該当するもの（いわゆる飛び級・飛び入学による大学卒業者

の特例） 

（ア）大学を卒業した者又は令和５年３月３１日までに卒業する見

込みの者 

（イ）外国の大学を修了した者など当人事委員会が（ア）と同等で

あると認める者 

② 次のアからウまでのいずれかに該当する者 

ア 土木に関する専門課程（準ずる課程を含みます。）を修了した

者又は令和５年３月３１日までに修了する見込みの者 

イ 次の（ア）から（ウ）までのいずれかの資格を有する者 

（ア）技術士（建設部門又は上下水道部門） 

（イ）技術士補（建設部門又は上下水道部門） 
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   （ウ）１級土木施工管理技士 

ウ 民間企業や公的機関等における、土木（土木工事の設計・施工

管理）に関する職務経験の期間が、通算して３年以上ある者（令

和４年３月３１日現在） 

電気職 次の①及び②を満たす者 

① 次のア又はイに該当する者 

ア 昭和６２年４月２日から平成１３年４月１日までの間に生まれ

た者（学歴不問） 

イ 平成１３年４月２日以降に生まれた者で、次の（ア）又は（イ

）に該当するもの（いわゆる飛び級・飛び入学による大学卒業者

の特例） 

（ア）大学を卒業した者又は令和５年３月３１日までに卒業する見

込みの者 

（イ）外国の大学を修了した者等当人事委員会が（ア）と同等であ

ると認める者 

② 次のアからウまでのいずれかに該当する者 

ア 電気に関する専門課程（準ずる課程を含みます。）を修了した

者又は令和５年３月３１日までに修了する見込みの者 

イ 次の（ア）から（ク）までのいずれかの資格を有する者 

（ア）第一種電気主任技術者 

（イ）第二種電気主任技術者 

（ウ）第三種電気主任技術者 

（エ）エネルギー管理士 

（オ）１級電気工事施工管理技士 

（カ）建築設備士 

（キ）技術士（電気電子部門） 

（ク）技術士補（電気電子部門） 

ウ 民間企業や公的機関等における、電気（電気設備の設計・施工

管理・維持管理）に関する職務経験の期間が、通算して３年以上

ある者（令和４年３月３１日現在） 
 

機械職 次の①及び②を満たす者 

① 次のア又はイに該当する者 

ア 昭和６２年４月２日から平成１３年４月１日までの間に生まれ

た者（学歴不問） 

イ 平成１３年４月２日以降に生まれた者で、次の（ア）又は（イ

）に該当するもの（いわゆる飛び級・飛び入学による大学卒業者

の特例） 

（ア）大学を卒業した者又は令和５年３月３１日までに卒業する見

込みの者 

（イ）外国の大学を修了した者など当人事委員会が（ア）と同等で

あると認める者 

② 次のアからウまでのいずれかに該当する者 

ア 機械に関する専門課程（準ずる課程を含みます。）を修了した

者又は令和５年３月３１日までに修了する見込みの者 

イ 次の（ア）から（ウ）までのいずれかの資格を有する者 

（ア）技術士（機械部門） 
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 （イ）技術士補（機械部門） 

（ウ）建築設備士 

ウ 民間企業や公的機関等における、機械（機械設備の設計・施工

管理・維持管理）に関する職務経験の期間が、通算して３年以上

ある者（令和４年３月３１日現在） 

消防職Ⅰ種 次の①及び②を満たす者 

① 次のア又はイに該当する者 

ア 平成４年４月２日から平成１３年４月１日までの間に生まれた

者（学歴不問） 

イ 平成１３年４月２日以降に生まれた者で、次の（ア）又は（イ

）に該当するもの 

（ア）大学を卒業した者又は令和５年３月３１日までに卒業する見

込みの者 

（イ）外国の大学を修了した者等和歌山市人事委員会が（ア）と同

等であると認める者 

② 次のアからウまでの身体等の基準を満たす者 

ア 視力が、両眼とも１．０以上であること（矯正視力を含む。

）。 

イ 赤色、青色及び黄色の色彩の識別ができること。 

ウ 聴力、言語能力、運動機能等に、職務遂行上の支障がないこと。 

注意事項 

１ 消防職Ⅰ種については、採用後は、任命権者が認める場合を除き、和歌山市に居住することが必要

である。 

２ 「職務経験の期間」についての注意事項は次のとおりである。 

（１）職務経験には、６か月以上継続して就業していた期間が該当する。また、常勤の正規社員（職員

）として就業していた期間又は当該事業所における常勤の正規社員（職員）と同じ勤務形態で就業

していた期間のみが該当する（パートタイム、アルバイト及び非常勤としての期間は除く）。 

（２）職務経験が複数ある場合は通算することができるが、同一期間内に複数の職務に従事した場合は、

いずれか一方のみの職務経験に限る。 

（３）在職中に連続して３か月を超えて職務に従事していない期間（産前産後休暇を除く。）は職務経

験から除く。 

（４）職務経験には、次に例示するものが該当し、管理・計画業務と関わりのない現場業務等は除く。 

試験区分 職務経験（例） 

化学職 〇環境衛生に関する試験研究、検査、調査 

建築職 ○建築一式工事（鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造による

建築物に係るものに限る。）の設計又は施工管理 

○市街地開発事業その他の都市計画に関する建築に係る計画業務 

○建築物の確認又は検査 

土木職 ○道路・水道・下水道の新設・改修工事、河川改修工事、その他土木構造物の新設

・改修工事についての設計又は施工管理 

○道路・水道・下水道・河川等の工事に関する監理技術者や現場代理人等としての

施工管理 

○道路・水道・下水道等の計画、市街地再開発事業等の都市計画に関する土木に係

る業務 
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電気職 ○施設等（戸建て住宅等の小規模なものを除く。以下同じ。）の電気設備工事の設

計又は施工管理 

○施設等の電気設備の制御又は維持管理 

機械職 ○施設等（戸建て住宅等の小規模なものを除く。以下同じ。）の機械設備工事の設

計又は施工管理 

○施設等の機械設備の制御又は維持管理 

３ 職務経験年数による受験の場合、最終合格発表後、職務経験の確認のため証明書等の提出が必要で

ある。なお、必要な職務経験が確認できなかった場合は、採用されない。 

３ 試験の方法等 

（１）試験種目一覧 

試験区分 第１次試験種目 第２次試験種目 第３次試験種目 

事務職［１型］、化学職、

建築職、土木職、電気職、

機械職 

教養試験、専門試験 論文試験、口述試験、

適性検査 

  

事務職（情報職） 教養試験 

消防職Ⅰ種 教養試験、体力試験 

事務職［２型］ 教養試験 口述試験、事務能力検

査、適性検査 

論文試験、口述試験、

適性検査 

（２）第１次試験 

ア 試験種目及び配点 

                試験種目 

試験区分 
教養試験 専門試験 体力試験 

事務職［１型］、化学職、建築職、土木職、電気職、機械職 １００ １００  

事務職［２型］、事務職（情報職） １００   

消防職Ⅰ種 １００  ５０ 

注意事項 

１ 数字は、その試験種目の配点を表している。 

２ 空欄となっている試験種目は実施しない。 

イ 試験内容等 

試験種目 試験内容等 

教養試験 択一式、１２０分（事務職［２型］は６０分）で行われる一般的知識及び能

力についての筆記試験 

 事務職［２型］を除

く全ての試験区分 

出題分野は、社会、人文及び自然に関する一般知識並びに文章理解、判断推

理、数的推理及び資料解釈に関する一般知能とする。 

事務職［２型］ 出題分野は、文章理解、判断推理、数的推理、時事、一般知識、基礎英語等

とする。 

専門試験 択一式、１２０分で行われる専門的知識及び能力についての筆記試験 

 事務職［１型］ 出題分野は、憲法、行政法、民法、経済学、財政学、社会政策、政治学、行

政学及び国際関係とする。 

化学職 出題分野は、数学、物理、物理化学、分析化学、無機化学、無機工業化学、

有機化学、有機工業化学及び化学工学とする。 

建築職 出題分野は、数学、物理、構造力学、材料学、環境原論、建築史、建築構造、

建築計画（都市計画及び建築法規を含む。）、建築設備及び建築施工とする。 

土木職 出題分野は、数学、物理、応用力学、水理学、土質工学、測量、土木計画（

都市計画を含む。）、材料及び施工とする。 



           和歌山市公報（第１７２６号）  令和４年（２０２２年）５月２日 

 

－30－ 

 
電気職 出題分野は、数学、物理、電磁気学、電気回路、電気計測、電気制御、電気

機器、電力工学、電子工学、情報工学及び通信工学とする。 

機械職 出題分野は、数学、物理、材料力学、流体力学、熱力学、電気工学、機械力

学、機械制御、機械設計、機械材料及び機械工作とする。 

体力試験 消防職としての職務遂行に必要な体力の測定で、種目は、握力、長座体前屈、

反復横跳び、立ち幅跳び、上体起こし及びシャトルランとする。 

注意事項 

１ 教養試験及び専門試験は、大学卒業程度の内容で行う。 

２ 体力試験では、運動ができる服装、靴（屋内用）及び水分補給用の飲み物を用意すること。なお、

都合により種目を変更する場合がある。 

（３）第２次試験 

ア 試験種目及び配点 

             試験種目 

試験区分 

第１次試

験結果 

論文 

試験 

口述 

試験 

事務能

力検査 

適性 

検査 

健康 

診断 

事務職［１型］、事務職（情報職）、化

学職、建築職、土木職、電気職、機械職 
５０ ３０ １２０  ○  

事務職［２型］ ５０  １２０ ３０ ○  

消防職Ⅰ種 ５０ ３０ １２０  ○ ○ 

注意事項 

１ 数字は、その試験種目の配点を表している。 

２ 第１次試験結果については、第１次試験の総合得点を第２次試験の配点に応じて換算する。 

３ 適性検査は、口述試験及び合否判定の資料として使用する。 

４ 消防職における健康診断は、適正な消防活動のために消防吏員に求められる適性を判断する目的で

実施するものである。 

５ 空欄となっている試験種目は実施しない。 

６ 事務職［２型］の区分では、第２次試験の実施日に、第３次試験の試験種目である論文試験を実施

する。なお、採点は、第２次試験に合格した者のみ行う。 

  イ 試験内容等 

試験種目 試験内容等 

論文試験 １２００字程度、９０分で行われる一定のテーマによる論文 

口述試験 個人の形式による主として人物、性格等についての面接 

事務能力検査 照合、計算等の事務処理を速く正確に行う能力についての検査 

適性検査 性格等に関する適性検査 

健康診断 視力及び色覚並びに職務遂行に関する所見について、医師による健康診断書

の提出（消防職に限る。） 

注意事項 視力及び色覚は、災害等の現場において、視的情報によって瞬時に危険物の種類を判断したり、

要救助者の顔色等から状況を判断したりすることが求められるため、指標の１つとしている。 

（４）第３次試験 

ア 試験種目及び配点 

         試験種目 

試験区分 
第２次試験結果 論文試験 口述試験 適性検査 

事務職［２型］ ５０ ５０ １００ ○ 

注意事項 

１ 数字は、その試験種目の配点を表している。 

２ 第２次試験結果については、第２次試験の総合得点を第３次試験の配点に応じて換算する。 
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 ３ 適性検査は、口述試験及び合否判定の資料として使用する。なお、第２次試験で実施したものを使用

するため、改めて実施することはない。 

４ 論文試験は、第２次試験日に、全受験者に実施する。なお、採点は、第２次試験に合格した者のみ行

う。また、第２次試験に不合格となった場合でも、論文試験の原稿用紙は返却しない。 

  イ 試験内容等 

試験種目 試験内容等 

論文試験 １２００字程度、９０分で行われる一定のテーマによる論文 

口述試験 個人の形式による主として人物、性格等についての面接 

４ 試験日等 

（１）第１次試験 

試験区分 試験日・集合時間 終了予定時間 試験会場 

事務職（情報職） 令和４年６月１９日(日) 

午前９時１５分着席、出席点呼 

午前１１時３０分頃 和歌山市立

明和中学校 事務職［１型］、化学職、建築

職、土木職、電気職、機械職 

午後２時４５分頃 

消防職Ⅰ種  午後６時００分頃 

事務職［２型］ 令和４年６月１９日(日) 

午前１０時３０分着席、出席点呼 

午前１１時４５分頃 和歌山市立

日進中学校 

注意事項 

１ 試験開始後３０分間に限り、遅刻を認める。 

２ 気象条件その他の事情により、試験開始時間等が変更される場合がある。 

３ 試験区分によって試験会場及び集合時間が異なる。 

４ 消防職では、教養試験・体力試験の順に実施する。体力試験では、シャトルランを最後に実施する。

シャトルランでは、受験番号順に数人程度を１組として同時に走り、シャトルランを終了した者から、

順次解散とする。なお、上記の終了予定時間は、最後の組で走る受験者の目安として記載している。 

（２）第２次試験 

試験区分 試験日 実施試験種目 

事務職［１型］ 

事務職（情報職） 

化学職、建築職、土木職、 

電気職、機械職、消防職Ⅰ種 

令和４年７月１５日（金）、同月１６日（土）、

同月１７日（日）、同月３０日（土）、同月３１

日（日）のうちの１日 

論文試験 

適性検査 

令和４年８月１４日（日）から同月２４日（水）

までのうちの１日 

個人の形式による

口述試験 

事務職［２型］ 令和４年７月１５日（金）、同月１６日（土）、

同月１７日（日）のうちの１日 

論文試験 

事務能力検査 

適性検査 

令和４年７月２１日（木）から同月２６日（火）

までのうちの１日 

個人の形式による

口述試験 

注意事項 

１ 都合により、試験日を変更する場合がある。 

２ 試験会場、日時などの具体的な事項は、第１次試験合格者に通知する。なお、和歌山市人事委員会

が指定した事項を変更することはできない。また、希望を聞くことはできない。 

３ 事務職［２型］の区分において令和４年７月１５日（金）、同月１６日（土）、同月１７日（日）

のうちの１日に実施する論文試験は第３次試験の種目とする。 

（３）第３次試験 

試験区分 試験日 実施試験種目 

事務職［２型］ 令和４年８月１４日（日）から同月２４

日（水）までのうちの１日 

個人の形式による口述試験 
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 注意事項 

１ 都合により、試験日を変更する場合がある。 

２ 試験会場、日時などの具体的な事項は、第２次試験合格者に通知する。なお、和歌山市人事委員会

が指定した事項を変更することはできない。また、希望を聞くことはできない。 

５ 合格発表等 

（１）合格者は総合得点の高い順に決定する。ただし、それぞれの試験種目において和歌山市人事委員会が認め

る得点に達しない場合は、順位にかかわらず不合格となることがある。 

また、同点者は同順位とするが、最終合格決定時において、合否判定上に同点者がいる場合は、事務職［

２型］については第２次試験の得点順、その他の試験区分については第１次試験の得点順に合格者を決定す

る。 

教養試験、専門試験及び事務能力検査の得点は、各受験者の成績が受験者全体の成績の分布の中でどの位

置にあるのかを相対的に示すように、標準偏差等を用いて算出したものである。 

（２）消防職Ⅰ種の第１次試験では、体力試験の結果が一定の基準に達しない場合、他の試験種目の結果にかか

わらず、不合格とする。なお、これにより不合格となった者の体力試験の得点は、０点とする。 

（３）合格発表予定日等は次のとおりである。 

 時期 方法 

第１次試験合格発表 ７月上旬 合格者にのみ文書で通知する。 

和歌山市役所正面玄関に合格者の受

験番号を掲示する。 

第２次試験合格発表（事務職［２型］） ８月上旬 

第２次試験（最終）合格発表（事務職［２型］以

外の区分） 

８月下旬 合格者及び繰上げ合格候補者にのみ

文書で通知する。 

和歌山市役所正面玄関に合格者の受

験番号を掲示する。 

第３次試験（最終）合格発表（事務職［２型］） 

（４）和歌山市のホームページでも、合格発表の日から約１週間、合格者の受験番号を掲示する。ただし、必ず

合格通知や合格発表掲示で確認すること。なお、合否に関する電話での問い合わせには応じない。 

６ 繰上げ合格制度 

  次のとおり実施する。 

（１）正式合格者数は採用予定人員と同数とし、正式合格者の次位以下の者の中から成績順に、繰上げ合格候補

者として採用候補者名簿に登載する。 

（２）繰上げ合格候補者の数は２人から４人程度とする。ただし、和歌山市人事委員会が認める得点に達しない

場合は、それ以下の人数とする。 

（３）次の場合に限り、繰上げ合格候補者の中から成績順に採用される。 

ア 正式合格者が採用を辞退した場合 

イ 正式合格者が必要な資格等を取得できず採用できない場合 

ウ 正式合格者が受験資格を満たさないことが明らかとなった等により採用できない場合 

（４）繰上げ合格候補者の受験番号は、最終合格発表掲示に掲載しない。なお、繰上げ合格候補者となった者に

は、その旨及び採用候補者名簿登載順位を文書で通知する。 

（５）業務増や急な退職による欠員が生じた等の事情により、同じ試験区分の採用試験が新たに実施されること

が考えられるが、この試験結果による繰上げ合格候補者は、新たに試験が実施された場合であっても優先的

に正式合格となることはない。 

（６）採用予定日に採用予定人員どおりに採用された場合は、繰上げ合格候補者として採用候補者名簿に登載さ

れた者が残っていても、同日をもって当該採用候補者名簿は失効し、採用されることはない。 

（７）繰上げ合格候補者が採用された場合は、採用されなかった正式合格者の受験番号及び採用された繰上げ合

格候補者の受験番号を和歌山市役所正面玄関に掲示する。 

７ 試験結果の開示 

（１）この採用試験の結果については、和歌山市個人情報保護条例（平成１２年条例第１２７号）の規定により、
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 次のとおり開示する。 

 開示請求できる者 開示内容 開示期間 開示場所 

第１次試験 第１次試験の不合格

者（本人に限る。） 

第１次試験の種目別得点

及び総合得点並びに総合

得点に基づく順位 

合格発表の日から１

か月間（ただし、日

曜日、土曜日及び国

民の祝日に関する法

律（昭和２３年法律

第１７８号）に規定

する休日（以下「日

曜日等」という。）

を除く午前８時３０

分から午後５時１５

分までとする。） 

和歌山市

人事委員

会事務局 

第２次試験 

（事務職［２型

］以外の区分） 

第２次試験の受験者

（本人に限る｡） 

第１次試験及び第２次試

験それぞれの種目別得点

及び総合得点並びに総合

得点に基づく順位 第２次試験 

（事務職［２型

］） 

第２次試験の不合格

者（本人に限る。） 

第３次試験 

（事務職［２型

］） 

第３次試験の受験者

（本人に限る｡） 

第１次試験から第３次試

験までのそれぞれの種目

別得点及び総合得点並び

に総合得点に基づく順位 

注意事項 第２次試験を受験しなかった第１次試験合格者及び第３次試験を受験しなかった第２次試験合

格者の開示については、和歌山市人事委員会事務局へ問い合わせること。 

（２）開示請求をしようとする者は、受験票を提示すること。なお、電話、はがき等による開示の請求はできな

い。 

８ 合格から採用まで 

（１）正式合格者及び繰上げ合格候補者は、試験区分ごとに作成する採用候補者名簿に得点順に登載される。 

（２）任命権者は、採用候補者名簿の中から成績順に採用者を決定する。 

（３）最終合格後に受験資格を満たしていないことが明らかになった場合又は行政職Ⅰ種の試験区分で専門課程

の修了を受験資格とした者が専門課程を修了できなかった場合は、採用候補者名簿に登載されていても、採

用しない。 

９ 受験申込みの注意事項 

（１）申込みの制限 

ア 申込みできる試験区分は１つに限り、申込書の受理後における試験区分の変更はできない。 

イ 郵送による申込みに限る。 

（２）受験案内及び申込書の配布 

令和４年４月２８日（木）から配布する。ただし、日曜日等を除く。 

（３）受験案内及び申込書の入手方法等 

入手方法 入手場所等 

直接受け取る方

法 

和歌山市七番丁１７番地 朝日ビルディング２階 和歌山市人事委員会事務局 

日曜日等を除く午前８時３０分から午後５時１５分までとする。 

ダウンロードで

入手する方法 

和歌山市ホームページからダウンロードすることができる。 

和歌山市ホームページ 

ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｉｔｙ．ｗａｋａｙａｍａ．ｗａｋａｙａｍａ．ｊｐ／ 

郵便で入手する

方法 

郵便番号６４０－８５１１、和歌山市七番丁２３番地、和歌山市人事委員会事務局

宛てに、１４０円分の郵便切手を貼った宛先明記の返信用封筒（角形２号等のＡ４

サイズが入る大きさのもの）を同封して行うものとする。 

（４）受験申込方法 

提出書類 ① 申込書 

② 添付書類 

③ 返信用封筒（受験票送付用） 

（注）長形３号封筒に郵便番号、住所及び氏名を記入し、８４円切手を貼付すること。 
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申込期間等 令和４年４月２８日（木）から同年５月２３日（月）まで 

令和４年５月２３日（月）までの消印があるものに限り受け付ける。 

提出先 送付先：郵便番号６４０－８５１１、和歌山市七番丁２３番地、和歌山市人事委員会事

務局 

（注）封筒（角形２号：Ａ４サイズが入る大きさ）の表に「職員採用試験申込書在中」

と朱書し提出すること。また、不着のトラブルを避けるため、必ず郵便局で簡易書

留郵便の手続をすること。 

受験票の発行 令和４年５月２７日（金）以降に順次発送する。なお、受験票が同年６月３日（金）を

過ぎても届かないときは、至急和歌山市人事委員会事務局へ連絡すること。 

（５）その他 

ア この試験において提出された書類等は、受付後返却しない。 

イ 申込書に記載された個人情報は、採用試験及び採用に関する事務以外の目的には使用しない。 

ウ 試験当日に車椅子を使用するなど受験に際して要望がある者は、受験申込書の「受験に関する特記事項

」欄に記入すること。 

１０ 受験申込時の添付書類 

（１）行政職Ⅰ種又は消防職Ⅰ種の受験申込みをする者で、２受験資格（３）試験区分別受験資格①イに該当す

るものは、受験資格を確認するための書類を提出させる場合があるので、あらかじめ和歌山市人事委員会事

務局へ問い合わせること。 

（２）事務職（情報職）の受験申込みをする者は、２受験資格（３）試験区分別受験資格②に定めるいずれかの

試験に合格していることを証明するものの写し（Ａ４サイズにコピーしたもの）１通を添付すること。 

（３）行政職Ⅰ種（化学職・建築職・土木職・電気職・機械職）の受験申込みをする者は、受験資格確認シート

を添付すること。 

（４）行政職Ⅰ種（化学職・建築職・土木職・電気職・機械職）の受験申込みをする者で、２受験資格（３）試

験区分別受験資格②イに該当するものは、同項に定めるいずれかの資格を有することを証明するものの写し

（Ａ４サイズにコピーしたもの）１通を添付すること。 

１１ 第１次試験合格者の提出書類等 

（１）第１次試験に合格した者には、履歴書を提出させる。その際に、写真を再度貼り付けて提出すること。な

お、写真は、最近６か月以内に撮影されたもので縦４センチメートル横３センチメートル、脱帽、上半身、

正面向のものに限り、受験申込書に貼り付けたものと同じもので構わない。また、令和４年７月１５日（金

）までに提出すること。 

（２）行政職Ⅰ種（化学職・建築職・土木職・電気職・機械職）の第１次試験に合格した者で、２受験資格（３

）試験区分別受験資格②アに該当するものには、専門課程の修了を確認するため、未開封の成績証明書を提

出させる。 

（３）第１次試験に合格した者に提出させる書類等に関する詳細は、合格通知に同封する。 

１２ 給与等 

（１）令和４年４月１日現在の初任給は、地域手当を含め、次のとおりである。 

試験区分 初任給 

行政職Ⅰ種 約１９３，１００円 

消防職Ⅰ種   約２２１，１００円 

（２）学歴及び民間企業の職歴等に応じて初任給に一定の額が加算（５年分を上限とする。）される。また、昇

任に係る必要年数は、職歴等に応じて短縮される。 

（３）上記のほか、扶養手当、通勤手当、住居手当、時間外勤務手当、期末及び勤勉手当等がそれぞれの要件に

応じて支給される。 

（４）採用された者は、和歌山県市町村職員共済組合等に加入することになる。 

１３ 日本国籍を有しない職員の担当業務等 

  「公権力の行使又は公の意思の形成に参画する公務員については日本国籍を有する。」という公務員の基本
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 原則に基づき、日本国籍を有しない職員は担当できる業務等について次のような制限がある。 

（１）公権力の行使に該当する業務は担当できない。公権力の行使に該当する業務とは、次のとおりである。 

ア 市民の権利や自由を一方的に制限する内容を含む業務 

イ 市民に義務や負担を一方的に課す内容を含む業務 

ウ 市民に対して、強制力をもって執行する内容を含む業務 

（２）公の意思形成への参画に該当する職に就くことはできない。公の意思形成への参画に該当する職とは、和

歌山市の行政について企画、立案、決定等に関与する職で、基本計画の策定、予算編成、組織、人事、労務

管理等に係る職及び専決権限を有する職が該当する。ただし、スタッフ職に就くことにより部長級までの昇

任が可能である。 

（令和４年４月２７日掲示済）  

 

令和４年度和歌山市職員（医師）採用選考を次のとおり実施するので公告する。 

  令和４年４月２７日 

和歌山市人事委員会委員長  水 野 八 朗    

 令和４年度和歌山市職員（医師）採用選考 

１ 選考区分、採用予定人員及び職務内容 

選考区分 採用予定人員 職務内容 

医師［保健所］ 

（公衆衛生） 

１人 保健所において、医学的見地から結核予防、感染症予防、乳幼児健

診等を主とした専門業務に従事する。また、人事異動により保健所

以外で勤務する場合もある。 

２ 受験資格 

次の（１）から（４）までの要件を満たす者 

（１）昭和３８年４月２日以降に生まれた者で、令和４年６月１から令和５年５月１日までの日から勤務を開始

できるもの 

（２）医師免許を有する者 

（３）日本国籍を有する者 

（４）地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条に規定する次のいずれにも該当しない者 

ア 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

イ 和歌山市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

ウ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張

する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

３ 選考の方法及び選考の日時等 

（１）選考の方法は、口述試験（個人の形式による、主として人物、性格等についての面接）により行う。 

（２）選考の日時及び場所は、受験申込みをした者に、別途、連絡する。 

４ 採用予定日 

  選考に合格した者と調整の上、別途、連絡する。 

５ 合格発表等 

  合格発表予定日は、受験者に、別途、連絡する。なお、合格発表の方法は次のとおりである。 

合格発表の方法 

①全ての受験者に文書で通知する。 

②和歌山市役所正面玄関に掲示する。 

注意事項 

   １ 和歌山市のホームページでも、合格発表の日から約１週間、合格者の受験番号を掲示する。ただし、

必ず合格通知や合格発表掲示で確認すること。 

   ２ 合否に関する電話での問い合わせには応じない。 

６ 選考結果の開示 
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 （１）この選考の結果については、和歌山市個人情報保護条例（平成１２年条例第１２７号）の規定により、次

のとおり開示する。 

開示請求できる者 開示内容 開示期間 開示場所 

選考を受験した者

（本人に限る。） 

選考の得点

及び得点に

基づく順位 

合格発表の日から１か月間。ただし、日曜日、土曜日、

国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）

に規定する休日及び和歌山市職員の勤務時間、休暇等に

関する条例（平成６年条例第３５号）第９条に規定する

年末年始の休日（以下「日曜日等」という。）を除く午

前８時３０分から午後５時１５分までとする。 

和歌山市

人事委員

会事務局 

（２）開示請求をしようとする者は、受験票を提示すること。なお、電話、郵便等による開示の請求はできない。 

７ 合格から採用まで 

（１）合格者は、採用候補者名簿に登載される。 

（２）任命権者は、採用候補者名簿の中から採用者を決定する。 

（３）採用日は、選考に合格した者と調整の上決定する。 

（４）最終合格後に受験資格を満たさないこと、心身の故障のため職務の遂行に支障があること若しくはこれに

堪えないこと又は職に必要な適格性を欠くことが明らかとなった等の場合は、採用候補者名簿に登載されて

いても採用しない。 

８ 受験申込時の添付書類 

医師免許証の写し（Ａ４サイズにコピーしたもの）１通及び８４円分の郵便切手を貼った宛先明記の返信用

封筒（長形３号）を添付すること。 

９ 受験申込みの注意事項 

（１）受験案内及び申込書の入手方法等 

入手方法 入手場所等 

直接受け取る方

法 

和歌山市七番丁１７番地 朝日ビルディング２階 和歌山市人事委員会事務局 

日曜日等を除く。 

ダウンロードで

入手する方法 

和歌山市ホームページからダウンロードすることができる。 

和歌山市ホームページ 

ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｉｔｙ．ｗａｋａｙａｍａ．ｗａｋａｙａｍａ．ｊｐ／ 

郵便で入手する

方法 

郵便番号６４０－８５１１、和歌山市七番丁２３番地、和歌山市人事委員会事務局

宛てに、１４０円分の郵便切手を貼った宛先明記の返信用封筒（角形２号等のＡ４

サイズが入る大きさのもの）を同封して行うものとする。 

（２）申込書提出先 

  ア 郵送の場合 

郵便番号６４０－８５１１ 和歌山市七番丁２３番地 和歌山市人事委員会事務局 

必ず簡易書留郵便とし、封筒の表に「医師採用選考申込書在中」と朱書すること。 

  イ 持参の場合 

    和歌山市七番丁１７番地 朝日ビルディング２階 和歌山市人事委員会事務局 

（３）申込受付期間 

受験申込みは、合格者が決定されるまで、随時、受け付ける。なお、受付時間は日曜日等を除く午前８時

３０分から午後５時１５分までとする。 

（４）受験票は、申込受付後発送する。 

（５）この選考において提出された書類等は、受付後返却しない。 

（６）申込書に記載された個人情報は、選考及び採用に関する事務以外の目的には使用しない。 

（７）申込書は、口述試験の参考資料として使用する。 

（８）選考当日に車椅子を使用する等の要望がある者は、受験申込書の「受験に関する特記事項」欄に記入する

こと。 
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 １０ 給与等 

（１）給与は、和歌山市職員給与条例（昭和２６年条例第７号）等に基づき、給料のほか、各種手当が支給され

る。 

（２）初任給及び年収は、次のとおりである。 

 医師［保健所］（公衆衛生） 

初 任 給 約６５８，８００円 

年   収 ９６０万円程度 

注意事項 

    １ この初任給及び年収は、医師免許取得後２年の臨床研修を受け、その後３年の実務経験のある者

の例で、初任給の額には、地域手当（１２パーセント）、初任給調整手当（２５０，９００円）及

び管理職手当を含む。 

    ２ 医師免許取得後の職歴等に応じて初任給に一定の額が加算される制度がある。 

    ３ 給与についての記述は、令和４年４月１日現在の条例等に基づく内容であり、採用時にはこれら

と異なる場合がある。 

（３）採用された者は、和歌山県市町村職員共済組合等に加入することになる。 

（４）勤務時間等は、原則として次のとおりである。 

選考区分 勤務時間 週休日・休日 

医師［保健所］ 

（公衆衛生） 

（月曜日から金曜日まで） 

午前８時３０分から午後５時１５分まで 

日曜日、土曜日、休日及び年末

年始の休日 

（５）和歌山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等に基づき、年次有給休暇や病気休暇のほかに、結婚休暇、

産前休暇、産後休暇、ボランティア休暇等の特別休暇がある。 

（令和４年４月２７日掲示済）  


